
多量排出事業者処理計画多量排出事業者処理計画多量排出事業者処理計画多量排出事業者処理計画・・・・実施状況報告実施状況報告実施状況報告実施状況報告におけるにおけるにおけるにおける

主主主主なななな改正点改正点改正点改正点とととと注意点注意点注意点注意点

1. 提出義務者（変更無し）

(1)実施状況報告書

前年度に処理計画を提出した者及び前年度に多量排出事業者（普通産業

廃棄物は1000t以上，特別管理産業廃棄物は50t）であった者。

例えば，平成２３年度でいうと 「平成２２年度の処理計画書を提出した者」，

は平成２２年度の実績が多量排出事業者か否かにかかわらず，実施状況報告

書を提出する義務があります。

(2)処理計画書

前年度に多量排出事業者であった者。

例えば，平成２３年度でいうと，平成２２年度に多量排出事業者であった者

は，平成２３年度の処理計画書を提出することとなります。

すなわちすなわちすなわちすなわち，，，，平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度にににに引引引引きききき続続続続きききき平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度にににに多量排出事業者多量排出事業者多量排出事業者多量排出事業者であったであったであったであった

者者者者はははは，，，，平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度のののの実施状況報告書及実施状況報告書及実施状況報告書及実施状況報告書及びびびび平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度のののの処理計画書処理計画書処理計画書処理計画書のののの両方両方両方両方

のののの提出提出提出提出がががが必要必要必要必要になりますになりますになりますになります。。。。

２. 様式について

（1）根拠法令

処理計画書

普通産廃 法第12条第９項 施行規則第８条の４の５

特管産廃 第12条の２第10項関係 施行規則第８条の１７の２

実施状況報告書

普通産廃 法第１２条第１０項 施行規則第８条の４の６

特管産廃 法第１２条の２第１１項 施行規則第８条の１７の３

(2)様式

普通産廃 処理計画書：様式第二号の八 報告書：様式第二号の九

特管産廃 処理計画書：様式第二号の十三 報告書：様式第二号の十四

具体的様式は配付資料を参照してください。また，記載例と共にＨＰ上にエク



セルファイルで公開します（以下このファイルを様式ダウンロードファイルとす

る 。）

3. 計画等の変更及び注意点

・計画にあっては委託する処分（様式第２号の２及び第２号の４ ，実績報告に）

あっては委託した処分（様式第２号の３及び第２号の５）の内容について、再生

利用、熱回収、処分の別・その主な方法や、認定熱回収施設設置者又は特例

（ 。）優良許可業者 優良基準に適合するとして許可期間の特例を受けた者をいう

に委託している場合にはその別に記載することとなります。

・処理計画書及び実施状況報告書はインターネット上で公表することとなって

いますので（施行規則第八条の四の七等参照 ，会社印，代表社印および個）

人情報の記載はしないでください。

。 。 ，・産業廃棄物の分類に変更はありません 従来通りの分類になります なお

様式ダウンロードファイルに種類一覧表シートを付けてありますので参照してく

ださい。

・実施状況報告書については，第二面を廃棄物の種類ごとに作成，記載して

ください。

， 。・処理計画書については 産業廃棄物の種類記載欄が二種類しかありません

三種類以上の産業廃棄物を扱う計画の場合は，様式ダウンロードファイルに別

紙シートを入れてありますのでそちらを使用してください。

4．提出および公表

公表はインターネットで行います。

提出提出提出提出はははは電子電子電子電子ファイルファイルファイルファイル（（（（メールメールメールメール又又又又ははははＣＤ－ＲＯＭＣＤ－ＲＯＭＣＤ－ＲＯＭＣＤ－ＲＯＭ等等等等））））にてにてにてにて行行行行うううう都道府県知事への

ことが原則となります。

提出先は，

kankyouseibika@pref.tokushima.lg.jpkankyouseibika@pref.tokushima.lg.jpkankyouseibika@pref.tokushima.lg.jpkankyouseibika@pref.tokushima.lg.jp県環境整備課メールアドレス：

，「 」 「 」 。，「 」 「 」 。，「 」 「 」 。，「 」 「 」 。件名件名件名件名にににに必必必必ずずずず 処理計画書処理計画書処理計画書処理計画書 ないしないしないしないし 実施状況報告書実施状況報告書実施状況報告書実施状況報告書 とととと記載記載記載記載してくださいしてくださいしてくださいしてください

Administrator
テキストボックス
県環境指導課メールアドレス：kankyoushidouka@pref.tokushima.jp



なお，やむを得ない事情がある場合は，

〒770-8570

徳島県徳島市万代町1丁目1番地

徳島県 環境総局環境整備課

処理業審査・指導担当 宛てに郵送してください。

またまたまたまた，，，，南部南部南部南部・・・・西部各総合県民局西部各総合県民局西部各総合県民局西部各総合県民局のののの管内管内管内管内にあるにあるにあるにある事業者事業者事業者事業者についてもについてもについてもについても，，，，一律一律一律一律にににに本本本本

庁環境整備課庁環境整備課庁環境整備課庁環境整備課にににに提出提出提出提出いただくことになりましたのでごいただくことになりましたのでごいただくことになりましたのでごいただくことになりましたのでご了承了承了承了承くださいくださいくださいください。。。。

5．提出期限

毎年６月３０日

6．罰則（法第３３条）

計画及び実績報告を提出せず又は虚偽記載をした場合は，２０万円以下の

過料に処せられます。

Administrator
テキストボックス
徳島県　危機管理環境部　環境指導課

Administrator
テキストボックス
　　　審査・指導担当

Administrator
テキストボックス
庁環境指導課




